
第１章　橋梁長寿命化修繕計画について

1-1.橋梁長寿命化修繕計画更新の背景

令和6年度 令和26年度

図　橋梁の老朽化の進行　

豊能町橋梁維持管理の方針
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　豊能町では令和6年度現在、71橋（内、横断歩道橋1橋含む）の橋梁を管理しています。その
内、建設から50年を超えるものは全体の50％を占める31橋あり、更に20年後には全体の80％を
占める57橋が建設から50年を超えるものとなります。これらの橋梁は高齢化に伴い様々な損傷
が見受けられ、適時に適切な修繕を行わなければ架替えや大規模な修繕が必要となり、膨大な
費用負担や工事中の通行止めなど住民生活への影響が懸念されます。

　豊能町では、これまでも安全性を確保するために計画的に道路橋の維持管理を進めてまいり
ました。今後も下記の「豊能町橋梁維持管理の方針」に基づき、継続して維持管理していきま
す。

　これまで豊能町では平成22年12月に初回策定、平成31年3月に見直し改訂した「豊能町長寿命
化修繕計画」（以下「前計画」という。）に基づき橋梁の修繕工事を行ってきました。また、
平成26年7月に道路法施行令の改正により義務付けられた近接目視点検も橋全てにおいて令和5
年度に2巡目が完了しました。今後も住民のライフラインとして、橋梁の安全性を持続的に確保
するため、最新の点検結果に基づき、「豊能町橋梁長寿命化修繕計画」（以下「更新計画」と
いう。）の更新を行います。

31橋(44%) 57橋(80%)

豊能町が管理する全ての橋梁について、将来にわたって持続的に安全性を確保すること
で、ライフラインとしての信頼性を確保する。

安全性を確保するため、定期点検・日常点検を確実に実施し、橋梁の劣化損傷を持続的
に把握する。

豊能町が管理する全ての橋梁について、維持管理トータルコストの縮減及び予算の平準
化を図るため、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、計画的な維持管理を行う。



1-2.橋梁長寿命化修繕計画とは

　施設の維持管理（保全活動）とは、施設を正常・良好な状態に保つ活動をいいます。維持管
理（保全活動）の方法として、事後保全と予防保全の2種類に分けることができます。
　事後保全とは施設に不具合や故障が生じた後に、修繕あるいは更新する方法で、保全活動と
しては初歩的なものです。この方法は損傷が生じても影響範囲が限定される場合や、復旧にあ
まり時間や費用を要しない場合に適用されます。
　一方、予防保全とは、施設に不具合や大きな損傷が生じる前に、修繕あるいは更新するとい
う方法です。この方法は大きな損傷が生じると影響が広範囲に及ぶような重要施設の場合や、
復旧に多大な時間や費用を要する場合に適用されます。
　橋梁は大きな損傷が生じた場合、橋全体の修繕または更新が必要となり、多大な時間と費用
を要し、また長期間の通行止めが必要となるため、市民生活への影響も広範囲で大きなものと
なることから、後者の予防保全で管理すべき施設であると考えられます。
　橋梁長寿命化修繕計画は、予防保全型維持管理による橋梁の安全性確保と予算確保の合理化
のために策定されています。
　橋梁の安全性確保については、健全な橋梁に回復可能な状態で補修を行うことで、橋梁の健
全度を高い水準で維持できるとともに、架替え時期を延長することが可能となります（下図参
照）。

　予算確保の合理化については、計画により将来発生する費用をあらかじめ把握できるため、
事前に準備できるとともに、費用を平準化することができます。また、橋梁の長寿命化を計る
ことで、トータルコストの低減にもつながります（下図参照）。
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1-3.計画対象橋梁

1-4.計画の期間

橋梁長寿命化修繕計画策定　施設一覧表

　前計画では管理橋梁72橋（平成31年3月時点）のうち、防災面や経済活動への影響度、地域
ネットワークの維持等を考慮して全橋72橋について計画を策定していました。
　今回の更新計画では管理橋梁71橋（令和6年3月時点）の全橋（内、横断歩道橋1橋含む）を対
象とします。
　次頁以降に更新計画の対象橋梁（71橋）を示します。

　長寿命化修繕計画において、50年間のシミュレーションを行い予防保全の効果を検証したう
えで、10年間の対策内容、実施時期として個別施設計画を策定します。なお、法令点検の結
果、橋梁の重要度を踏まえ、優先順位については、年度毎に見直しを行います。

豊能町

図 補修費用（累計）の推移



点検結果総括（令和2年度～令和5年度）　※2巡目
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1-5.基本方針

（１）老朽化対策の基本方針

対策の優先順位の考え方

（２）新技術等の活用方針

（３）費用の縮減に関する方針

  橋梁定期点検のなかで損傷の度合いおよび対策の必要性を定めるとともに、従来
の事後的な修繕から予防的な修繕等の実施に移行し橋梁の長寿命化を目指す橋梁長
寿命化を目的に、橋梁定期点検結果をもとに橋梁修繕の優先度を以下の考え方をも
とに設定した。

　対策費用の総額が計算年度の予算額を上回る場合は、優先度評価を行い、優先順
位の高い順に対策を実施する。優先度評価は大阪府の重点化指標をもとに、社会的
影響度と健全度の関係を決定する。橋梁ごとに健全度と社会的影響度を評価し、下
表の順位に沿って、施設の修繕（補修）を進める。

　なお、修繕は優先度の判定をもとに行われるが、予算制約により順序が入れ替わ
ることもある。

  定期点検の効率化や高度化、修繕等の措置の省力化や費用縮減などを図るために
新技術等の導入を今後検討する。

  定期点検結果から得られた損傷状況および対策の必要性に基づき、予防保全的な
修繕等を実施することで、修繕・架替えに係る事業費の大規模化および高コスト化
を回避し、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減を図る。






